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ふじみ野市の会場で受け付けできない申告

・令和5年以前分の所得税の申告
・分離課税所得（土地、建物、株式の譲渡・配当

所得など）
・青色申告
・住宅借入金等特別控除
・ストック・オプション
・準確定申告
・外国税額控除
・給与所得者の特定支出控除
・贈与税
・相続税に係る生命保険等契約に基づく年金の申告
・消費税の申告
・国外に居住している親族を扶養親族とする申告
・その他高度な判断を要する内容の申告相談
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付
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②
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①番号確認書類
本人の個人番号を確認できる書類

②本人確認書類
記載した個人番号の持ち主で
あることを確認できる書類

A  通知カード（記載事項に変更がない場
合のみ可）

B  住民票の写しまたは住民票記載事
項証明書（個人番号の記載があるもの
に限る）
A・Bのうちいずれか1つ

運転免許証、健康保険証、 
パスポート、障害者手帳、 
在留カード

などのうち1つ

〈表3〉本人確認書類（例）　
　マイナンバーカードを持っている人はマイナンバーカードのみ、マイ
ナンバーカードを持っていない人は①と②が必要です。

控除の種類 必要な証明書類

医療費控除
※従来の医療費控
除とスイッチOTC薬
控除（医療費控除の
特例）との選択制で
す。

従来の医療費控除を申告する場合
記入済みの「医療費控除の明細書」

スイッチOTC薬控除を申告する場合
①記入済みの「セルフメディケーション税制の明細書」
②健康の保持増進および疾病の予防として一定の取り
組み（特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康
診査、がん検診）を行ったことを明らかにする書類

社会保険料控除

支払証明書または領収書（いずれも原本）
※社会保険料控除証明用の参考資料（国民健康保険
税、介護保険料、後期高齢者医療保険料〈普通徴収分〉
の納付額）は、はがきで1月下旬に送付しています。

生命保険料控除
地震保険料控除

控除証明書（原本）

障害者控除 障がいの程度が記載されている手帳または障害者控除
対象者認定書など

雑損控除

①記入済みの「被災した住宅、家財等の損失額の計算
書」
②り災証明書（写しでも可）
③損害を受けた資産の明細（資産の内容、取得時期、
取得価額、構造）の分かるもの
④損害に対して支出した金額・受け取った保険金など
の金額が分かるもの（昨年、雑損控除を受けている人
は昨年の申告書の控え）

扶養控除 市外に居住する人を扶養する場合は、その人の本人
確認書類の写し

寄附金控除 寄附金額を証明する書類

〈表2〉所得控除証明書類（例）〈表1〉収入証明書類（例）
所得の種類 必要な証明書類

給与所得（パート・
アルバイトを含む）

源泉徴収票原本
※給与所得や公的年金などの源泉徴収票は、申告書に記
載があれば添付不要です。ただし、市役所などで申告書
を作成する場合は、必ず持参してください。源泉徴収票
がなく給与明細などの収入が分かるものがある場合、個
人住民税の申告のみ受け付けます。この場合、所得税の
還付申告は受け付けません。

公的年金等所得

営業等、農業、
不動産所得

①記入済みの「収支内訳書」
②その計算根拠となる帳簿
③領収書

雑所得・一時所得 その所得を証明できる書類（通知書・領収書など）

 税務課（ 049・２６２・９０１１）、川越税務署（ 049・235・9411）

個人住民税の申告および

簡易な所得税の相談
２月

 １2日㈬

３月

 １7日㈪▶
　
申
告
期
間
中
は
来
場
者
が
多
く
、
例
年
大
変
混
雑
し
ま
す
。

２４
時
間
い
つ
で
も
自
宅
か
ら
ス
マ
ホ
で
簡
単
に
で
き
るe-Tax

（
国
税
電
子
申
告
）に
よ
る
確
定
申
告
や
、
郵
送
申
告
を
ご
検
討

く
だ
さ
い
。

個人住民税の申告が必要な人フローチャート
スタート
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いいえ
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はい
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はい
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はい
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いいえ

はい

いいえ
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令和７年１月１日現在、
ふじみ野市に住所がありましたか？

①～③に当てはまるものがありますか？
①収入金額が記載された税の各種証明書（課税［非課税・所
得］証明書）が必要となる
②国民健康保険（１６歳以上）、介護保険、後期高齢者医療保
険、いずれかの被保険者である
③子どもが保育所などを利用中または利用予定である（育児
休業などで休職中の場合も申告が必要）

令和６年１月１日～１２月３１日の間に
収入がありましたか？

源泉徴収票の内容以外に、
追加する控除などはありますか？

収入は給与収入だけですか？

源泉徴収税額がありますか？ 

扶養になっていますか？

税務署に所得税の確定申告書を提出しますか？（※）

令和７年１月１日現在、ふじみ野市に事務所・事業所、
自己または家族のための屋敷がありますか？

申告は不要です

申告は不要です

申告が必要です

申告が必要です
市民税・県民税申告書の左上の
「令和６年中に収入のなかった方」
のチェック欄にチェックしてください。 申告は不要です

給与収入は１カ所で、勤務先から給与
支払報告書が提出されていますか？

申告が必要です申告が必要です

（※）収入が公的年金のみの人（国外年金を除く）　公的年金収入金額の合計額が４００万円以
下で、公的年金などにかかる雑所得以外の所得が２０万円以下となる人は、原則所得税の申
告は不要です。この場合、公的年金の支払者から送付される源泉徴収票の内容で計算するた
め、源泉徴収票に記載の所得控除以外で追加するもの（社会保険料控除、生命保険料控除、
扶養控除など）がある場合は、市民税・県民税の申告が必要です。申告は不要です

会場 日程 受付地域

市
役
所
本
庁
舎
５
階

Ａ
大
会
議
室

２月

１２日㈬・１３日㈭ 上ノ原・上野台・大原
１４日㈮・１７日㈪ 川崎・北野・滝・中丸・花ノ木・福岡・元福岡
１８日㈫・１９日㈬ 上福岡・福岡武蔵野・中ノ島・中福岡
２０日㈭・２１日㈮ 新田・築地・仲・西原・福岡中央・富士見台・松山・本新田
２５日㈫・２６日㈬ 池上・霞ケ丘・駒西・駒林・駒林元町・新駒林・水宮
２７日㈭・２８日㈮ 西・福岡新田・丸山・南台・谷田・清見・長宮

１５日㈯ 地域指定無し　例年大変混雑します

ゆ
め
ぽ
る
と

（
大
井
総
合
支
所
２
階
）

３月

４日㈫・５日㈬ 亀久保
６日㈭・７日㈮ 鶴ケ岡・鶴ケ舞・西鶴ケ岡・緑ケ丘

１０日㈪・１１日㈫ 大井中央・大井武蔵野・東久保・ふじみ野
１２日㈬・１３日㈭ 市沢・うれし野・苗間・旭
１４日㈮・１７日㈪ 大井・桜ケ丘

８日㈯ 地域指定無し　例年大変混雑します

　
川
越
税
務
署
で
は
、
公
的

年
金
の
受
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者
や
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与
所
得
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ま
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。

　
ま
た
、
所
得
税
の
還
付
申

告
は
、
還
付
申
告
を
す
る

年
分
の
翌
年
１
月
１
日
か
ら

５
年
間
行
う
こ
と
が
で
き
ま

す
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申
告
日
の
分
散
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

日
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所

　
左
表
を
参
照
し
て
、
原
則
お
住
ま
い
の
地
域
ご
と
に
指
定
さ

れ
た
日
程
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
毎
日
、
整
理
券
配
布
に
よ
る
入
場
制
限
を
行
い
ま
す
。
受
付

で
整
理
券
を
受
け
取
り
、
庁
舎
内
に
留
ま
ら
ず
、
指
定
の
時
間

に
再
度
受
付
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。順
次
会
場
へ
ご
案
内
し
ま
す
。

　
混
雑
時
は
、
待
ち
時
間
が
長
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

受
付
時
間　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

受
付
場
所　
２
月
＝
市
役
所
本
庁
舎
１
階
ギ
ャ
ラ
リ
ー（
正
面
玄

関
左
側
）、
３
月
＝
ゆ
め
ぽ
る
と
手
前

※
申
告
会
場
は
大
変
混
雑
す
る
た

め
、
一
家
族
に
つ
き
代
表
者
１
名

で
ご
来
庁
く
だ
さ
い
。

※
発
熱
や
風
邪
の
症
状
、
体
調
の

す
ぐ
れ
な
い
人
、
ま
た
は
同
居
家

族
な
ど
に
同
様
の
症
状
が
あ
る
人

は
来
庁
を
お
控
え
く
だ
さ
い
。

事
前
予
約

　
今
年
度
よ
り
一
部
事
前
予
約
を

開
始
し
て
い
ま
す
。
試
験
的
な
導

入
の
た
め
、
枠
数
に
は
限
り
が
あ

り
ま
す
。
左
の
ウ
ェ
ブ
フ
ォ
ー
ム

か
ら
お
早
め
に
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

▲申告相談事前
　予約申し込み
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